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【年通号数】公開・登録公報2017-003
【出願番号】特願2015-130219(P2015-130219)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  23/26     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   1/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   1/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   1/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   19/00     　　　　
   Ｇ０２Ｂ   23/26     　　　Ｂ
   Ａ６１Ｂ    1/04     ３７２　
   Ａ６１Ｂ    1/00     ３００Ｙ
   Ａ６１Ｂ    1/06     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成30年6月20日(2018.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　さらに、前記開口付き円柱部の前記外周面の全周囲を覆う円筒形状のカバーガラスを有
することを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の全周囲照明光学部材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明の一態様による内視鏡用全周囲照明光学系は、照明光供給手段と、本発明
の一態様による全周囲照明光学部材と、前記全周囲照明光学部材の周囲を覆う円筒形状の
カバーガラスと、を備えている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、本発明の実施形態の全周囲照明光学部材においては、好ましくは、さらに、前記
開口付き円柱部の前記外周面の全周囲を覆う円筒形状のカバーガラスを有する。
　前方を観察する通常の内視鏡では、内視鏡先端部の側面は金属製の鏡筒で覆われている
が、側方の全周囲を観察する内視鏡においては、金属製の鏡筒で側方を覆うと観察できな
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い。しかし、むき出しの状態で開口付き円柱部を内視鏡先端部に備えた場合、観察対象に
開口付き円柱部が接触し、開口付き円柱部の外周面に水分が付着することで、外周面の全
反射条件が変化してしまい、側方の全周囲にわたる照明に悪影響を及ぼす虞がある。
　しかるに、本発明の実施形態の全周囲照明光学部材のように、円筒形状のカバーガラス
で開口付き円柱部の外周面の全周囲を覆うようにすれば、開口付き円柱部の外周面に形成
された全反射面と円筒形状のカバーガラスとの間に空気層を確保でき、開口付き円柱部の
外周面における全反射面での全反射条件を保持できる。
　また、全周囲側方観察を行う場合、観察対象の面等、内視鏡先端部の外側に位置する物
体に円筒形状のカバーガラスが直接的に接触する機会が多く、傷が付きやすい。
　しかるに、本発明の実施形態の全周囲照明光学部材のように、円筒形状のカバーガラス
の材質をサファイアで構成すれば、内視鏡先端部の外側に位置する物体との接触による傷
の発生を防ぐことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、本発明の実施形態の全周囲照明光学部材においては、好ましくは、前記第２の反
射部が、前記開口付き円柱部の前記内周面の円筒形状及び前記外周面の円筒形状の夫々の
軸を通る仮想線を境界として夫々異なる方向に傾斜する二つの反射面を有する、断面がＶ
字形状の面からなる。
　このようにすれば、導光部材により開口付き円柱部の内部に偏った位置から入射した光
が、第２の反射部を構成する夫々の反射面により、開口付き円柱部の内周面の円筒形状及
び外周面の円筒形状の夫々の軸を通る仮想線の向きから逸れる二方向に反射させられ、夫
々の反射面で反射した夫々の光が、均一な光量に分けられて開口付き円柱部の内周面と外
周面との間を全周囲にわたり夫々異なる向きで伝搬していく。また、夫々の反射面で反射
した夫々の光の開口付き円柱部の内周面や外周面に入射する角度を鈍角にすることができ
るため、開口付き円柱部における、導光部材からの光の入射位置近傍での外周面に入射す
る光の全反射面で全反射しないで外部に出射する光量を抑えることができ、その結果、全
周囲にわたり均一な光を伝搬させ易くなる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　また、第１実施形態の全周囲照明光学部材１０によれば、第２の反射部１６を、仮想線
Ｌ１を境界として夫々異なる方向に傾斜する二つの反射面１６ａ，１６ｂを有する、断面
がＶ字形状の面で構成したので、導光部材１５により開口付き円柱部１１の内部に偏った
位置から入射した光が、第２の反射部１６を構成する夫々の反射面１６ａ，１６ｂにより
、仮想線Ｌ１の向きから逸れる二方向に反射させられ、夫々の反射面１６ａ，１６ｂで反
射した夫々の光が、均一な光量に分けられて開口付き円柱部の内周面１１ａと外周面１１
ｂとの間を全周囲にわたり夫々異なる向きで伝搬していく。また、夫々の反射面１６ａ，
１６ｂで反射した夫々の光の開口付き円柱部１１の内周面１１ａや外周面１１ｂに入射す
る角度を鈍角にすることができるため、開口付き円柱部１１における、導光部材１５から
の光の入射位置近傍での外周面１１ｂに入射する光の全反射面１３で全反射しないで外部
に出射する光量を抑えることができ、その結果、全周囲にわたり均一な光を伝搬させ易く
なる。
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